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本市が令和17年までの都市づくりを進めていくにあたり、都市づくりの基本となる理念を、以下の

ように定めます。

都市づくりの基本理念

活力あふれ　自然と都市が調和した　安全で安心して暮らせる　まちづくり

※都市づくりの基本理念の設定について

第二次都市計画マスタープランは、策定当初（平成28年3月）から、都市づくりのキーワードとし

て「活力、調和、安心」を掲げ、①活力あふれるまちづくり、②自然と都市が調和したまちづくり、③

安全で安心して暮らせるまちづくりを大きな柱に設定しています。

また、都市計画マスタープランの上位計画である第七次筑紫野市総合計画（令和６年４月策定）

においても、「人」と「自然」、「まち」の調和という本市のまちづくりの基本理念を踏まえ、将来都市

像として「ひとが輝き 自然が息づく 住み続けたい幸福実感都市」を掲げ、「自然をまもり未来を育

むまちづくり」、「強みをいかした多様な産業で賑わうまちづくり」、「安全安心で快適な暮らしを支

えるまちづくり」などの政策を展開しています。これらを踏まえ、市民・地域コミュニティ、事業者、

行政が協働し、自然を大切にしながら、良好な住環境を創出するとともに、誰もが住みたい、住み

続けたいと感じることができる都市づくりをしていくことを目指し、都市づくりの基本理念を設定

しています。

　令和17年までに本市が目指すべき姿である将来都市像について、本市の最上位計画である第七

次筑紫野市総合計画に即して、以下のように定めます。なお、将来都市像の実現に向けては、基本理念

に基づきながら、都市づくりを進めていきます。

筑紫野市の将来都市像

ひとが輝き　自然が息づく　住み続けたい幸福実感都市

　第二章　都市づくりの目標（全体構想）

1. 都市づくりの理念と目標

１－１．都市づくりの基本理念

１－２．将来都市像
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　第二章　都市づくりの目標（全体構想）

将来都市像の実現に向けて、達成すべき都市づくりの目標を次の6つの視点から設定します。また、

6つの目標を達成するための都市づくりの基本的方向を示します。

目標１：地域特性に応じた集約型の市街地の形成（まちの視点）

今後、予想される社会経済や価値観の変化に柔軟に対応しながら、計画的で秩序ある集約型の市街

地形成を目指すとともに、各地域の生活環境、交通環境、自然環境などの「筑紫野らしさ」に応じた、個

性あふれる市街地の形成を目指します。

【都市づくりの基本的方向】

○コンパクトで良好な都市環境の形成を図ります。

○JR二日市駅・西鉄二日市駅周辺の地域における土地の高度利用を推進し、都市機能が集約した

活力のある市街地を形成します。

○西鉄朝倉街道駅・JR天拝山駅・西鉄筑紫駅・JR原田駅周辺の地域における都市機能を強化し、

生活の拠点となる市街地を形成します。

- 40 - 

１－３．都市づくりの目標と基本的方向 

将来都市像の実現に向けて、達成すべき都市づくりの目標を次の6つの視点から設定します。また、6 つ

の目標を達成するための都市づくりの基本的方向を示します。 

目標１：地域特性に応じた集約型の市街地の形成（まちの視点） 

今後、予想される社会経済や価値観の変化に柔軟に対応しながら、計画的で秩序ある集約型の市街地形

成を目指すとともに、各地域の生活環境、交通環境、自然環境などの「筑紫野らしさ」に応じた、個性あふれ

る市街地の形成を目指します。 

 

【都市づくりの基本的方向】 

○コンパクトで良好な都市環境の形成を図ります。 

○JR 二日市駅・西鉄二日市駅周辺の地域における土地の高度利用を推進し、都市機能が集約した活

力のある市街地を形成します。 

○西鉄朝倉街道駅・JR 天拝山駅・西鉄筑紫駅・JR 原田駅周辺の地域における都市機能を強化し、生

活の拠点となる市街地を形成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼⼟地の⾼度利⽤のイメージ 

▼⽣活拠点となる市街地のイメージ 

１－３．都市づくりの目標と基本的方向
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▼集約型都市づくりの進め⽅イメージ 

資料）福岡県都市計画基本⽅針 
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目標２：道路環境の改善と公共交通体系の維持・形成（移動の視点） 

南北方向及び東西方向の道路網や公共交通体系について、広域幹線、市内幹線、生活道路等の役割分

担を明確にしながら、子どもからお年寄りまでどこへでも快適に移動できる円滑な交通体系を目指しま

す。 

 

【都市づくりの基本的方向】 

○市内移動の幹線となる道路網の改善・強化を図ります。 

○生活道路等における安全な歩行空間や自転車空間の確保を図ります。 

○駅前広場の整備等により交通結節点の機能強化や公共交通の利便性の向上を図り、市民の移

動手段となる公共交通体系を維持・形成します。 

 

 

 

 

 

▼多様な交通体系に対応できる道路環境と交通利便性向上のイメージ 

目標２：道路環境の改善と公共交通体系の維持・形成（移動の視点）

南北方向及び東西方向の道路網や公共交通体系について、広域幹線、市内幹線、生活道路等の役割

分担を明確にしながら、子どもから高齢者までどこへでも快適に移動できる円滑な交通体系を目指し

ます。

【都市づくりの基本的方向】

○市内移動の幹線となる道路網の改善・強化を図ります。

○生活道路等における安全な歩行空間や自転車空間の確保を図ります。

○駅前広場の整備等により交通結節点の機能強化や公共交通の利便性の向上を図り、市民の移

動手段となる公共交通体系を維持・形成します。
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目標３：誰もが住みやすい良好な居住環境の形成（住宅の視点）

住宅都市として発展してきた本市における既成市街地内の密集住宅や郊外型の団地について、安全

で快適に暮らせる居住環境を創出し、誰もが住みやすい魅力的な住宅地の形成を目指します。

【都市づくりの基本的方向】

○地域の特性に合わせた住環境の維持・改善を図ります。

○市街地では、安全で誰もが住みやすい良好な居住環境の形成を図ります。

○郊外に点在する老朽化が進む団地において、少子高齢化等に対応した郊外住宅地の住環境の

改善を図ります。

- 43 - 

目標３：誰もが住みやすい良好な居住環境の形成（住宅の視点） 

 
住宅都市として発展してきた本市における既成市街地内の密集住宅や郊外型の団地について、安全で

快適に暮らせる居住環境を創出し、誰もが住みやすい魅力的な住宅地の形成を目指します。 

 

【都市づくりの基本的方向】 

○地域の特性に合わせた住環境の維持・改善を図ります。 

○市街地では、安全で誰もが住みやすい良好な居住環境の形成を図ります。 

○郊外に点在する老朽化が進む団地において、少子高齢化等に対応した郊外住宅地の住環境の

改善を図ります。 

 

 

 

 

▼誰もが住みやすい良好な居住環境のイメージ 
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目標４：産業の積極的な誘致と歴史・観光資源の利活用（産業の視点）

本市は、これまで大都市との近接性を活かしながら、「住宅都市」として発展してきましたが、今後

は、積極的な企業の誘致や地域資源の活用により、産業・雇用の創出を図り、「活力ある都市」としての

発展を目指します。

【都市づくりの基本的方向】

○積極的な企業の誘致により工業・商業の持続的な発展を促すとともに、筑紫野インターチェンジ

周辺や幹線道路沿道へ工場や流通業務施設等を集積させることにより、産業・雇用の創出を図

ります。

○天拝山などの自然環境や武蔵寺、二日市温泉等の地域資源の保全と観光資源としての利活用

を図るとともに、宝満山、阿志岐山城跡、基肄(きい)城跡、前畑遺跡などの大規模史跡を地域資

源として積極的な活用を推進します。

▲筑紫野インターチェンジ周辺の流通業務施設 ▲二日市温泉
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目標５：自然環境の保全とスポーツ・レクリエーション機能の充実（自然の視点）

市域東西の両翼に位置する三郡山系や脊振山系の緑、宝満川などの市内を流れる河川は、本市の豊

かな自然環境を構成する重要な要素となっており、市民が自然と触れあい、楽しむことができる自然

と街が共生できる都市を目指します。

【都市づくりの基本的方向】

○市域東西に広がる緑豊かな自然環境や良好な農地の保全を図ります。

○市民の憩いの場となる公園やスポーツ・レクリエーション機能の充実を図ります。

▲多くの人で賑わう公園 ▲豊かな自然に囲まれた竜岩自然の家
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目標６：災害に強い安心して暮らせるまちづくりの推進（暮らしの視点）

平穏な市民生活を脅かす自然災害による被害や悪質な犯罪を未然に防ぎ、安全で安心な暮らしを送

ることができる災害に強い都市基盤と自助・共助・公助が一体となった地域コミュニティを兼ね備えた

防災・防犯のまち、福祉のまちを目指します。

【都市づくりの基本的方向】

○市民の生活と財産をまもる災害に強い都市基盤の形成を図ります。

○治水事業等の推進により防災力を高めるとともに、市民の防災に対する意識の向上を図りま

す。

○共助社会の基礎となる地域コミュニティ組織と連携しながら、防災・防犯対策を推進します。

- 46 - 

目標６：災害に強い安心して暮らせるまちづくりの推進（暮らしの視点） 

平穏な市民生活を脅かす自然災害による被害や悪質な犯罪を未然に防ぎ、安全で安心な暮らしを送るこ

とができる災害に強い都市基盤と自助・共助・公助が一体となった地域コミュニティを兼ね備えた防災・防

犯のまち、福祉のまちを目指します。 

 

【都市づくりの基本的方向】 

○市民の生活と財産をまもる災害に強い都市基盤の形成を図ります。 

○治水事業等の推進により防災力を高めるとともに、市民の防災に対する意識の向上を図りま

す。 

○共助社会の基礎となる地域コミュニティ組織と連携しながら、防災・防犯対策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲筑紫野市ハザードマップ ▲⻘⾊回転灯付防犯パトロール⾞（⻘パト） 
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目標６：災害に強い安心して暮らせるまちづくりの推進（暮らしの視点） 

平穏な市民生活を脅かす自然災害による被害や悪質な犯罪を未然に防ぎ、安全で安心な暮らしを送るこ

とができる災害に強い都市基盤と自助・共助・公助が一体となった地域コミュニティを兼ね備えた防災・防

犯のまち、福祉のまちを目指します。 

 

【都市づくりの基本的方向】 

○市民の生活と財産をまもる災害に強い都市基盤の形成を図ります。 

○治水事業等の推進により防災力を高めるとともに、市民の防災に対する意識の向上を図りま

す。 

○共助社会の基礎となる地域コミュニティ組織と連携しながら、防災・防犯対策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲筑紫野市ハザードマップ ▲⻘⾊回転灯付防犯パトロール⾞（⻘パト） 

▲筑紫野市ハザードマップ ▲青色回転灯付防犯パトロール車（青パト）
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本市の人口は、増加傾向にあったものの、少子高齢化等の影響により、今後人口は減少傾向に転じ

ていくと考えられます。「第七次筑紫野市総合計画（令和６年４月策定）」の推計では、本計画の目標年

次である令和17年では、ケース１の場合、人口は109,370人になると見込まれており、また、同年か

ら人口の減少が進んでいくものとされています。

人口の伸びは、徐々に鈍化していくものの、計画的な土地利用の推進、都市施設の充実、居住環境の

向上等の取り組みを進めることにより、雇用の確保や子育て環境の充実による人口の増加が図られる

ことから、本計画の目標年次である令和17年における目標人口を約109,000人とし、将来見込まれ

る人口減少をできる限り抑制できるよう努めます。

2. 将来の目標人口

- 50 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
資料）筑紫野市まち・ひと・しごと創⽣⻑期ビジョン（令和 6 年 3 ⽉）」改訂版 
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２．将来の目標人口 

本市の人口は、増加傾向にあったものの、少子高齢化等の影響により、今後人口は減少傾向に転じ

ていくと考えられます。「筑紫野市まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（令和6年3月）改訂版」の

推計では、本計画の目標年次である令和17年では、ケース１の場合、人口は109,370人になると見込ま

れており、また、同年から人口の減少が進んでいくものとされています。 

人口の伸びは、徐々に鈍化していくものの、計画的な土地利用の推進、都市施設の充実、居住環境

の向上等の取り組みを進めることにより、雇用の確保や子育て環境の充実による人口の増加が図られ

ることから、本計画の目標年次である令和17年における目標人口を約109,000人とし、将来見込まれる

人口減少をできる限り抑制できるよう努めます。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

令和 17 年の⽬標⼈⼝ 約 109,000 ⼈ 

▼将来の⼈⼝推計 

資料）筑紫野市まち・ひと・しごと創⽣⻑期ビジョン（令和 6 年 3 ⽉）」改訂版 資料）第七次筑紫野市総合計画



第
四
章

序 

章 

第
一
章

第
二
章

第
五
章

第
三
章

参
考
資
料

二
日
市

二
日
市
東

山 

口

御 

笠

山 

家

筑 

紫

筑
紫
南

全体構想

− 49 −

将来都市構造とは、前述した都市づくりの目標を実現するための都市機能の配置や繋がりを空間的

かつ概念的に示すものであり、都市の骨格的な自然要素や土地利用を基本とした将来の都市像を分か

りやすく描くものです。本市の将来都市構造は、土地利用のあり方を示した「ゾーン」、都市機能が集積

する「拠点」、人や物の主要な流れや結びつきを示す「軸」の3つの要素で表します。

①「ゾーン」について

○適切な土地利用の規制・誘導に努め、都市的土地利用と自然的土地利用の明確化を図ります。

○市街地周辺では、市街化する区域と保全する区域の明確化を図り、本市の特性の一つである豊かな

自然や優良農地を保全し、市街地と自然が調和した都市の形成を目指します。

○市域東西に広がる豊かな自然緑地や残存する農地の積極的な保全をすすめ、魅力的な本市の財産

としていきます。

②「拠点」について

○南北方向の鉄道や道路に沿って形成された市街地では、機能集積により活力を向上させていくとと

もに、中心市街地としての求心力を高めていきます。

○本市の玄関口である中心拠点と都市機能の充実を図る副次拠点を定めます。

○市内に点在する地域の生活拠点について、各地域の特性に応じた都市機能を充実させます。

③「軸」について

○JR鹿児島本線、西鉄天神大牟田線を中心とした鉄道及び九州自動車道、国道3号、主要地方道福岡

筑紫野線、一般県道福岡日田線等の既存道路における南北方向の広域的な交通網を維持・拡充しま

す。

○国道200号にみられる東西方向の広域的な交通網を維持・拡充するとともに、新たな東西方向の広

域的な交通網を形成します。

○市内に点在する地域の生活拠点について、各拠点間をつなぎ、拠点間の交流や連携を図る地域連携

軸を形成します。

3. 将来都市構造

３－１．将来都市構造とは

３－２．本市における将来都市構造の基本的な考え方
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３－３．各要素の対象箇所、主な位置づけ・機能等

都市構造 対象箇所 主な位置づけ・機能等

①ゾーン

市街地ゾーン

市街化区域、用途地域、地区計画

区域、準都市計画区域、既存住宅

地　等

○住宅、工場、商業施設、都市施設

等の適切な立地を図る

農地ゾーン 農業振興地域、農用地区域　等
○営農環境の維持、優良農地の保

全等を図る

山林ゾーン 自然公園地域、保安林　等
○自然生態系の維持、自然景観の

形成を図る

②拠点

中心拠点
JR二日市駅、西鉄二日市駅周辺

の地域

○高次都市機能（商業、工業、行

政、交通、医療、福祉、教育、文化

等）を集積し、本市の発展を牽引す

る

○本市の玄関口として、周辺市街

地を含む広域的な交流を促進する

核となる

副次拠点

西鉄朝倉街道駅、JR天拝山駅周

辺の地域

西鉄筑紫駅、JR原田駅周辺の地

域

○必要な高次都市機能が集積する

○日常生活に必要な生活利便施設

が集積し、日常生活圏の中心とな

る地域

○広域交通の要として市内の各地

域との連携を促進する

地域拠点
山口地域、御笠地域、山家地域の

中心部　等

○日常生活に必要な生活利便施設

が集積し、日常生活圏の中心とな

る地域

産業拠点 筑紫野インターチェンジ周辺　等 ○戦略的な産業機能の集積を図る

③軸

広域連携軸

JR鹿児島本線、西鉄天神大牟田

線、九州自動車道、国道3号、主要

地方道福岡筑紫野線、主要地方道

久留米基山筑紫野線、一般県道福

岡日田線　等

○本市と他都市とを広域的につな

ぎ、都市間の交流や連携を図る

地域連携軸

国道200号、一般県道基山停車

場平等寺筑紫野線、一般県道山口

原田線、主要地方道筑紫野筑穂線

等

○各拠点間をつなぎ、拠点間の交

流や連携を図る
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▲将来都市構造図 

将来都市構造図 


